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第９期介護保険事業計画 

の策定方針について 

 

 

 

第９期計画の策定は、次の方針で進めたい。 

＜第９期計画策定の基本的な考え方＞ 

新たな基本理念のもと、第８期計画の施策方針は踏襲しつつ、「国の基本指針」、「アンケート調査や現状分

析によって把握した本町の現状や今後の予測」、「それらを踏まえて実施した関係者協議の結果」、「現行計画

（令和３年度～令和５年度）の実績や課題」を精査し、第９期計画に反映させる。 

  

資料１ 
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１．現行（第８期）計画及び第９期計画の方針について 

 

２．国の基本指針について 

 

３．アンケート調査や現状分析によって把握した本町の現状や今後の予測 

 

４．計画策定に向けた関係者協議について 

 

５．現行計画（令和３年度～令和５年度）の実績や課題について 
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１．現行（第８期）計画及び第９期計画の方針について 
 

 

第８期計画においては、 

基本理念の実現に向けて４つの方向性のもと、 

９つの施策を展開していくものとした。 

 

第８期計画の方向性や施策体系に大きな誤りはない 

ものの、一見してわかりにくい構成となっている。 

 

第９期計画においては、 

新たな基本理念のもと、 

基本的には第８期計画の方針を踏襲しつつ、 

施策の内容、位置づけなどを整理し、 

わかりやすい施策体系としたい。 

 

  

（出典）第８期介護保険事業計画抜粋（43 頁） 

基本理念

施策の展開

(1)地域共生社会の実現に向けて

(2)介護保険サービスの充実

(3)高齢者が安心して暮らせる住まいの確保

(4)介護を取り巻く環境づくり

(5)介護予防の推進

(6)認知症になっても安心できる地域づくり

(7)自立支援・重度化防止に向けた取組

(8)町独自事業の実施

(9)災害・感染症への対策

誰もが笑顔かがやく 支え合いのまちづくり

年齢や障害に関わらず、みんなで
地域を創ることができる

要介護状態にならない、
または、要介護状態になっても
重度化防止や自立した生活ができる

介護が必要になっても
地域で安心して暮らすことができる

認知症になっても
地域で変わらずに過ごすことができる

方向性その１

【地域共生社会実現の視点】

方向性その２

【地域包括ケアシステムの深化・推進】

方向性その３

【介護予防、自立支援・重度化防止の推進】

方向性その４

【認知症施策の推進】
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第９期計画の基本理念・施策体系（案） 

新たな基本理念 

（案） 

いつまでも自分らしく暮らせるしあわせ 

➡ その人が生きてきた歴史のなかで培われてきた自分らしい暮らしや、日常生活のなかで当たり前にできる生活が、高

齢期になると病気や認知機能の低下、単身化など、さまざまな理由から続けにくくなる。たとえどんな状況になったと

しても、「自分らしく暮らせるしあわせ」を支えることができるまちを目指す。 

 

重点方針１  重点方針２  重点方針３ 

自分らしい暮らし 

を支える体制を整える 
 

自分らしく暮らせる 

豊かな地域を育む 
 

自分らしい暮らし 

を守る仕組みをつくる 

▼  ▼  ▼ 

施策  施策  施策 

 
第８期 

施策番号 
  

第８期 

施策番号 
  

第８期 

施策番号 

(１)持続可能な介護サービス基盤をつ

くる 

(２)医療ニーズの高まりに対応する 

(３)基盤を支える介護人材を確保する 

(４)介護現場を支援する 

(２) 

(３) 

 (１)地域共生社会の実現に向けて取り

組む 

(２)健康寿命を伸ばす 

(３)支え合いを日常生活に落としこむ 

(４)認知症になっても当たり前の暮ら

しができるようにする 

(１) 

(４) 

(５) 

(６) 

 (１)地域包括支援センターの機能を強

化する 

(２)縦割りではなく包括的に取り組む 

 

(３)町独自の制度で補う 

(４)災害・感染症に備える 

(７) 

(８) 

(９) 

  

NEW 
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２．国の基本指針について 
 

介護保険事業計画は、国が示す基本指針を踏まえて策定する必要がある。 

 

基本指針は、計画策定年度の７月頃に案が示され、翌年１月頃に決定する運びとなるため、各市町村は、７月に示さ

れる案をもとに計画策定を進めることになる。 

 

第９期計画の基本指針（案）は、令和５年７月 10 日に開かれた「社会保障審議会 第 107回介護保険部会」におい

て示された。 

 

＜第９期計画の基本指針のポイント＞ ※詳細は、次ページ 

〇 都市部や地方では、高齢化の進み方が大きく違う。地域の実態に即して、中長期を見据えた持続可能なサービ

ス基盤の計画的な整備を図る。 

〇 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

〇 介護人材の確保・介護現場の生産性向上 
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（出典）社会保障審議会 第 107回介護保険部会 資料抜粋 
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３．アンケート調査や現状分析によって把握した本町の現状や今後の予測 
 

計画においては、目指すべき将来像（ビジョン）を掲げ、その実現のために施策を進めることになるが、施策の立案

にあたっては、本町の現状や特色、将来の見込みを把握する必要がある。 

 

第９期計画の策定にあたっては、４つのアンケート調査を実施した。また、各種人口動態等のデータを分析し、将来

見込みについても、検証を行った。 

 

 

(１) アンケート調査の概要とその結果 

別紙②のとおり 

 

 

(２) データ分析から見えてきた将来見込みについて 

  議題「第９期計画における地域密着型サービスの整備方針について」（資料２）において協議する。 
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４．計画策定に向けた関係者協議について 
 

介護保険事業計画においては、その施策内容が介護事業者などの関係者に大きく影響することから、第９期計画策定

に当たっては、関係者協議を行い、その結果を計画に反映させたいと考えている。 

 

特に今後、介護ニーズがピークアウトしていくことを見越して介護サービス基盤をどう整備していくか、またそのた

めの介護人材をいかに確保していくかが大きな課題となるが、これについては介護事業者との対話が必要である。 

 

また、その他の施策についても、計画策定をとおして、協力関係を築いていくことも重要であり、可能な限り対話の

機会を設けたい。 

 

〇 介護事業者との対話 

〇 各施策関係者との対話 

※ いずれも次回の作業部会までに開催する。 
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５．現行計画（令和３年度～令和５年度）の実績や課題について 
 

第９期計画においては、基本理念を見直すとしながらも、基本的な施策方針は踏襲したいと考えている。 

しかしながら、現行計画の実績や課題を評価し、第９期計画に反映させることは必要である。 

 

現行計画の評価結果は、別紙①のとおり 

※ 現行計画は、本年度までが計画期間のため、現時点での評価 


